
 
藤沢市教育委員会定例会（12 月）会議録 

 
                   日 時  2004 年 12 月 10 日（金）午後２時  
                   場 所  藤沢市役所東館 教育委員会会議室   
 
 
１ 開 会 
２ 会議録署名委員の決定 
３ 前回会議録の確認 
４ 議 事 

(1)  議案第３２号 藤沢市立学校の管理運営に関する規則の一部改正について 
(2)  議案第３３号 藤沢市奨学生選考委員会委員の委嘱又は任命について 
(3)  議案第３４号 藤沢市学校事故措置委員会委員の委嘱又は任命について 
(4)  議案第３５号 教育財産の取得の申出について（高砂小学校体育倉庫等附属建物及びグ

ランド外構） 
(5)  議案第３６号 教育財産の取得の申出について（石川小学校校舎及びグランド外構） 
(6)  議案第３７号 教育財産の取得の申出について（白浜養護学校体育倉庫等附属建物及び

グランド外構） 
(7)  議案第３８号 教育財産の取得の申出について（藤沢公民館の土地及び建物） 

５ その他 
 (1)  ２００５年成人式について 
６ 閉 会 
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午後２時 00 分 開会 
數野委員長  ただいまから藤沢市教育委員会 12 月定例会を開会いたします。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
數野委員長  はじめに、本日の会議録に署名する委員は１番・中村委員、４番・平岡委

員にお願いしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 
(｢異議なし｣の声あり) 

數野委員長  それでは、本日の会議録に署名する委員は１番・中村委員、４番・平岡委

員にお願いいたします。 
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

數野委員長  次に、前回会議録の確認をお願いいたします。 
   何かありますか。 
   特にありませんので、このとおり了承することにご異議ありませんか。 

(｢異議なし｣の声あり) 
數野委員長  それでは、このとおり了承することに決定いたします。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
數野委員長  これより議事に入ります。 
   議案第３２号藤沢市立学校の管理運営に関する規則の一部改正について

を上程いたします。事務局の説明を求めます。 
新井学校教育課長  議案第３２号藤沢市立学校の管理運営に関する規則の一部改正について、

ご説明いたします。２学期制については検討委員会を設けて２年間にわたり

検討してきました。また今年度は中学校８校において２学期制の試行をして

まいりました。試行の前期の課程を修了した時点で試行校にアンケートを実

施結果、また校長会の調査研究結果、検討委員会の報告を踏まえて２学期制

を導入することが望ましいと考え、管理運営に関する規則を改正するもので

す。 
  改正の主なものとして第２条（学期）は、現行の３学期制を２学期、３学

期と併記しました。また第２項では学校長がいずれかを選択し、教育委員会

が認めるものと規定いたしました。 
  第３条（休業日）は、２学期制を実施した学校に対して秋季休業を１日定

めたものです。なおこの１日は冬季休業日の最終日を充てることとし、その

結果として冬季休業日が１日短くなることになります。 
  それでは、議案を朗読させていただきます。（別紙参照） 
數野委員長  事務局の説明が終わりました。議案第３２号に関しまして、ご意見・ご質

問がありましたらお願いいたします。 
川島委員  神奈川県の高等学校の現状についてお聞かせください。 
新井学校教育課長  従来から２学期制をとっているところもありますが、ほとんどは３学期
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制ですが、２学期制に移行しつつあるように伺っております。 
川島委員  ２学期制移行の大きな目的は何ですか。 
新井学校教育課長  学習指導要領に準拠した絶対評価が平成 14 年度から導入されました。

今までは総対評価が主流だったわけですけれども、それはどちらかというと

１学期にやった結果が成績表として出てくるという結果評価だったわけで

す。ところが絶対評価ということはさまざまな観点に従って、その子の学習

状況が総体してどうかを評価していくということで、綿密な評価が求められ

ているということです。そうするとその綿密な評価をするために当然、授業

時間も多くなければならないし、綿密に子ども一人ひとりの学習状況を把握

していくということが求められている。そういう指導と評価ということが一

体化するという状況の中で、最大のメリットはそこにあるのではないか。つ

まり指導と評価が表裏一体的に前進するといいますか、子どもにとっていい

結果が出るととらえております。それが一番大きな理由ではないかと考えて

おります。 
川島委員  そうすると大局的に２学期制の教育の目的は、市のビジョンと同じように

ゆとりとか生きるとか個性の教育も含まれての綿密な評価がそこに反映し

ているといってよろしいのですか。 
新井学校教育課長  個性を生かす教育、一人ひとりを大事にしていく教育が今求められてい

ます。その子のできた、できないという結果を評価するのではなく、その子

が歩んでいるプロセスをじっくり見て、それをその子に評価という形で還元

するということでは一人ひとりに応じた綿密な評価ができてくる。それをま

た励みにその子も頑張っていけるのではないかと考えております。 
中村委員  指導と評価が今以上に一体化するということを元にして、生徒一人ひとり

に対する学習面での支援とか指導の時間が充実をしてくるとか、基礎学力が

つくとか、体験的な学習が長いスパーンの中で組みやすくなるといったメリ

ットが生まれます。制度を変えることによって教える側も教えられる側もそ

れぞれが考え方、意識を変えていかないと、制度は変えたけれども、質が伴

なわないというようなことが出てこようかと思うのです。まずは指導する側

が学校を２学期制にするのだというところで意識を切り替えていく。学ぶ側

の子どもたちもそれに合せて学び方なり学ぶ姿勢を変えていく必要がある。

その辺はこれから展開していく中でそれぞれが努力をしていくべきではな

いかと考えます。 
平岡委員  確かに教える側も学ぶ側も姿勢を変えていかなければならないというこ

とですけれども、全体を見て教える側の先生方が２学期制であるべきだと思

っていらっしゃるのか。それから受ける側の生徒、保護者も大部分が２学期

制であるべきだと考えているのかどうかということがアンケートの結果か
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らははっきりと伝わってこないが、その辺はいかがですか。 
新井学校教育課長  ３学期制については教員のみならず生徒、保護者にも定着しているし、

日本の四季に合せた学期というのが今の３学期制だと思います。２学期制に

するメリットは、評価が変わってきた流れになってきている中で、そういう

指導が教職員に求められていると思います。それから一番２学期制を欲して

いるのは授業時間の少ない先生方がいかに指導と一体化した評価ができる

かということであります。２学期制という枠組みを変えることによって、２

学期制を生かしていく。その枠を生かした指導観を培っていくことが今、必

要ではないかと思います。それから生徒につきましては、生徒がよりよく伸

びるための２学期制であると考えております。結果だけで終わっていたそれ

ぞれの学期を何が課題かということを一人ひとりの子どもたちが持ってい

く。そしてその休みを生かしていくことが今の１つの課題であろうと思いま

す。それが１年、２年たつことによって定着していくだろうし、その成果は

目に見えてくるだろうと考えております。 
平岡委員  いい結果を受けるように鋭意、検討を重ねるとともに、保護者にも理解し

ていただいて盛り上げようという機運になるような方向に持っていってい

ただきたいと思います。 
開沼委員  保護者も心配されていると思いますので、授業時間数の確保、教育相談や

フォロー学習にもっとゆとりが出る、指導が行き届くというような部分を具

体的にイメージできるような資料をできるだけ早い段階に保護者、市民に説

明していただきたいと思います。 
新井学校教育課長  保護者、生徒が２学期制導入に対応していけるように考えていきたいと

思います。市民に対しては１月号の広報ふじさわで周知していきたい。また、

各中学校では２月初旬から中旬にかけての新入生の保護者への説明会に向

けて資料提供をして周知していきたいと考えております。また２月の在校生

の保護者会にも周知をしていきたいと考えております。何よりも子どもたち

が２学期制を迎える姿勢をつくっていきたいと考えております。 
川島委員  大きく制度が変わったときには先生自身も授業の内容に変化があると思

いますので、夏休みの前の行動とか成果とか細かいカリキュラムを各先生が

つくられていると思うけれども、時期が時期ですので、先生の自覚をしっか

り教育していただきたい。 
新井学校教育課長  大きな枠組みの変化ということでは学習指導要領がありました。平成 10

年からは絶対評価とか総合的な学習の時間も入ってきて、それ以前の学校と

かなり様相が変わってきたということは言えます。総合的な学習の時間は一

人ひとりの教員との協同、地域の人たちとの協同というところにエネルギー

を使っているだろうし、各教科の授業の中でも指導観を変えざるを得なかっ
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たという状況もあります。その指導観を生かすのが２学期制だろうと思いま

す。各学校については校長を通して把握しておりますけれども、来年度の年

間カリキュラムの構成に入っておりまして、各行事をどこに位置づけるかと

いうことについてはあらかたでき上がっていると聞いておりますので、各学

校においては２学期制の準備は着実に進んでいると思います。また一人ひと

りの教職員の意識についても一生懸命やっていきたいと考えております。 
數野委員長  教師、生徒、保護者の三者にとって良いものでなければいいものはできて

こないと思います。主体はどうしても教える立場になりがちですが、生徒の

立場からもスケジュールその他を含めて２学期制がうまくいくようにお願

いいたします。 
  ほかにありませんか。 
  ありませんので、原案どおり決定することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 
數野委員長  それでは、議案第３２号藤沢市立学校の管理運営に関する規則の一部改正

については、原案のとおり決定いたします。 
×××××××××××××××××××××××××××××× 

數野委員長  次に、議案第３３号藤沢市奨学生選考委員会委員の委嘱又は任命について

を上程いたします。事務局の説明を求めます。 
新井学校教育課長  議案第３３号についてご説明申し上げます。藤沢市奨学生選考委員会は、

次年度に高等学校に進学する生徒を対象に中学校の最終時点で奨学生とし

て選考するものです。藤沢市奨学生規則及び藤沢市奨学生選考委員会規則に

のっとりまして、事業を進めておりますが、選考委員の任期が満了したため

ご提案するものです。 
  それでは、議案を朗読させていただきます。（別紙参照） 
數野委員長  事務局の説明が終わりました。議案第３３号につきましてご意見・ご質問

がありましたらお願いいたします。 
平岡委員  市立小学校長の任期が１年というのは何か理由があるのですか。 
新井学校教育課長  藤沢市奨学生選考委員会規則第４条第３項で、小学校の校長会長の任期

は１年ということに基づいております。 
川島委員  市民委員について公募の案内は広報でしているのですか。 
新井学校教育課長  広報ふじさわに公募の案内をさせていただいて、公募者の中から２名を

決定しております。 
川島委員  どのくらい応募者がありましたか。 
新井学校教育課長  今年の応募者は３名で、そのうちの１人は藤沢市の審議会委員というこ

とで結果的に２人となりました。 
數野委員長  ほかにありませんか。 
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  ありませんので、原案どおり決定することにご異議ありませんか。 
(「異議なし」の声あり) 

數野委員長  それでは、議案第３３号藤沢市奨学生選考委員会委員の委嘱又は任命につ

いては、原案どおり決定いたします。 
×××××××××××××××××××××××××××××× 

數野委員長  次に、議案第３４号藤沢市学校事故措置委員会委員の委嘱又は任命につい

てを上程いたします。事務局の説明を求めます。 
廣野保健給食課長  議案第３４号藤沢市学校事故措置委員会委員の委嘱又は任命についてご

説明いたします。この議案は、現藤沢市学校事故措置委員会委員の任期が 12
月 11 日をもちまして任期満了になりますことから、藤沢市学校事故措置委

員会規則第３条第１項に基づき、選出区分であります市民、学識経験者、保

護者、藤沢市立学校教職員から新たに委員 14 名を委嘱又は任命するもので

す。新任が６名、再任が８名の構成になっております。市民選出の２名の委

員以外は各選出母体からの推薦によって決定をさせていただいたものです。

任期は 2004 年 12 月 12 日から 2006 年 12 月 11 日までの２年間です。 
數野委員長  事務局の説明が終わりました。議案第３４号につきましてご意見・ご質問

がありましたらお願いいたします。 
川島委員  事故処理委員会にかかる事故は年間どのくらいありますか。 
廣野保健給食課長  年間に 21 件程度の事故がありますが、事故処理委員会にかかりますの

は１件か２件です。 
川島委員  保険の最大費用はどのくらいですか。 
廣野保健給食課長  一番金額的に高いのは中学校での事故で、歯を折ったための治療費が２

本で 10 万円となっております。 
川島委員  藤沢市における学校事故は他市と比べてどうなのか。 
廣野保健給食課長  ３万 2,000～3,000 人の児童生徒の中で 21 件程度ですので、それほど多

くないと認識しております。 
平岡委員  この学校事故措置委員会は事故がないときでも開かれるのですか。 
廣野保健給食課長  通常は委員が変わりますと、委員長の選任がありますので、そこで 1 回

開催されます。その後については必要に応じてということで年に 1 回程度開

催されております。 
數野委員長  ほかにありませんか。 
  ありませんので、原案どおり決定することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 
數野委員長  それでは、議案第 34 号藤沢市学校事故措置委員会委員の委嘱又は任命に

ついては、原案どおり決定いたします。 
×××××××××××××××××××××××××××××× 
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數野委員長  次に、議案第３５号教育財産の取得の申出について（高砂小学校体育倉庫

等附属建物及びグランド外構）を上程いたします。事務局の説明を求めます。 
尾嶋教育総務部参事  議案第３５号教育財産の取得の申出についてご説明いたします。本件

の対象物件の高砂小学校の体育倉庫等附属建物及びグランド外構について、

財団法人藤沢市開発経営公社から立替施行していただいたものを 10 年割賦

で取得するものです。体育倉庫、焼窯庫、塵芥集積所、栽培小屋、飼育小屋

の合計 123 平米とグランド外構部分を取得するものです。平成９年度から 18
年度までの 10 年間の買戻しで、平成 16 年度は 8 回目で残年数は 2 年となり

ますが、これらのものを今年度末に取得するために市長に申出をするもので

す。（以下別紙参照） 
數野委員長  事務局の説明が終わりました。議案第３５号につきましてご意見・ご質問

がありましたらお願いいたします。 
  あと 2 年度で買戻しが終わるわけですが、高砂小学校には今後同じような

ものが発生することはないですか。 
尾嶋教育総務部参事  高砂小学校の本体そのものは既に買戻しておりますので、この 10 年

分割が終われば全部の買戻しは完了となります。 
數野委員長  ほかにありませんか。 
  ありませんので、原案どおり決定することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 
數野委員長  それでは、議案第３５号教育財産の取得の申出について（高砂小学校体育

倉庫等附属建物及びグランド外構）は、原案どおり決定いたします。 
×××××××××××××××××××××××××××××× 

數野委員長  次に、議案第３６号教育財産の取得の申出について（石川小学校校舎及び

グランド外構）を上程いたします。事務局の説明を求めます。 
尾嶋教育総務部参事  議案第３６号教育財産の取得の申出についてご説明いたします。申出

をする財産は石川小学校校舎及びグランド外構を立替施行いたしました財

団法人藤沢市開発経営公社から 10 年割賦で買戻すものです。平成 12 年度か

ら平成21年の買戻しですが、平成16年度の買戻しで残り5ヵ年となります。

（以下別紙参照） 
數野委員長  事務局の説明が終わりました。議案第３６号につきましてご意見・ご質問

がありましたらお願いいたします。 
川島委員  10 年間の均等割賦というのは契約によるのですか。 
尾嶋教育総務部参事  立替施行をする段階で藤沢市教育施設の建設賃借売買に関する協定書

によって藤沢市を甲とし、財団法人藤沢市開発経営公社を乙として基本協定

を結んでおります。それの第 6 条で施設の売買で債務負担行為を設定してお

りまして、その年度内に買戻しをするという規定に基づいて毎年 10 分の 1
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ずつ分割して購入しております。 
數野委員長  ほかにありませんか。 
  ありませんので、原案どおり決定することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 
數野委員長  それでは、議案第３６号教育財産の取得の申出について（石川小学校校舎

及びグランド外構）は、原案どおり決定いたします。 
×××××××××××××××××××××××××××××× 

數野委員長  次に、議案第３７号教育財産の取得の申出について（白浜養護学校体育

倉庫等附属建物及びグランド外構）を上程いたします。事務局の説明を求

めます。 
尾嶋教育総務部参事  議案第３７号教育財産の取得の申出についてご説明いたします。白浜

養護学校の建物を立替施行いたしました財団法人藤沢市開発経営公社から

10年割賦で買戻しするものです。建物３施設で125.5平米となっております。

平成 11 年度から 20 年度までの 10 年割賦ですが、国庫対象のものの買戻し

が平成 13 年と平成 17 年にありまして、国庫対象を除いたものの 125.5 平米

を 10 年割賦で買戻すものです。（以下別紙参照） 
數野委員長  事務局の説明が終わりました。議案第３７号につきましてご意見・ご質問

がありましたらお願いいたします。 
  取得価格（元金）と消費税しか掲載されていないが、金利はどうなってい

るのですか。 
尾嶋教育総務部参事  取得価格には開発経営公社の建設工事費、建設費利息、直接経費（契

約印紙代）、間接経費（事務費）等と消費税を含んでおります。10 年割賦で

すから、残存価格に対する利息相当分については、財産の取得ではありませ

んので、当該年度に予算に計上して支払っております。 
數野委員長  元金とあるけれども、元利合計ということですか。 
尾嶋教育総務部参事  あくまでも立替施行したときの建設のための借入利息とか工事費、事

務費等、公社がそのときに生じたしだものを元金としております。利息は含

まれておりませんで、別途計上して支払いをしております。 
平岡委員  取得面積が10年均等取得分と校舎・屋内運動場等本体分となっているが、

校舎の方は国庫対象になっているのですか。白浜養護学校以外は国庫対象と

いうのはないのですか。 
尾嶋教育総務部参事  白浜養護学校は建物全体を立替施行していただきまして、買戻し計画

も当初から国庫債務負担行為で平成 13 年度に建物の一部、残りの部分を平

成 17 年度ということで国との約束がありますので、本体そのものはこの年

度に買戻しするわけですけれども、国庫補助対象とならない附属建物、グラ

ンド外構については10年割賦という2種類になっております。石川小学校、
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高砂小学校については国庫対象となる部分については、立替施行した翌年に

買戻しをしております。それ以外の附属建物あるいはグランド外構を 10 年

割賦で買戻ししているということです。 
數野委員長  ほかにありませんか。 
  ありませんので、原案どおり決定することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 
數野委員長  それでは、議案第３７号教育財産の取得の申出について（白浜養護学校体

育倉庫等附属建物及びグランド外構）は、原案どおり決定いたします。 
×××××××××××××××××××××××××××××× 

數野委員長  次に、議案第３８号教育財産の取得の申出について（藤沢公民館の土地及

び建物）を上程いたします。事務局の説明を求めます。 
斎藤生涯学習部参事  議案第３８号教育財産の取得の申出についてご説明いたします。12 月

市議会定例会におきまして、藤沢市福祉会館条例の廃止をする条例が可決成

立いたしました。藤沢公民館は、福祉会館の財産という位置づけになってお

りますことから、教育財産の取得の申出をするものです。（以下別紙参照） 
數野委員長  事務局の説明が終わりました。議案第３８号につきましてご意見・ご質問

がありましたらお願いいたします。 
平岡委員  福祉会館は太陽の家ができた昭和５０年ごろから機能していなかったと

思うのですが、今になって変更になった理由は何ですか。 
斎藤生涯学習部参事  公共料金見直しにより公民館の有料化あるいは指定管理者制度の導入

に伴いまして、公共施設のあり方の見直し等を全庁的に行っております。そ

の中で福祉会館のあり方について検討を進めてきましたところ、福祉会館の

内容、用途、目的が太陽の家や藤沢市生きがい福祉センターの開設を踏まえ

て福祉活動の発展、老人クラブ等の活動、身体障害者及び肢体不自由児等療

育指導、その他福祉団体の活動、青少年レクリエーションの育成の場という

ものが薄れた、あるいは公民館の機能の一部になっているということで福祉

会館を廃止したものです。 
數野委員長  ほかにありませんか。 
  ありませんので、原案どおり決定することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 
數野委員長  それでは、議案第３８号教育財産の取得の申出について（藤沢公民館の土

地及び建物）は、原案どおり決定いたします。 
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

數野委員長  その他に移ります。 
  （１） ２００５年成人式について、事務局の説明を求めます。 
植木生涯学習部参事  2005 年の成人式は１月 10 日成人の日に例年どおり、藤沢市民会館に



 10

おきまして実施いたします。対象者は 1984 年４月日から 1985 年 4 月 1 日

までに出生した藤沢市内に在住している者で、4,396 人です。また藤沢市外

に在住している者でも条件を満たしており、希望があれば受け付けておりま

す。 
  開催時間は 1 時 30 分の開場、2 時開式、3 時閉式。内容としては式典及び

記念事業です。実行委員会企画提案により市内の小中学校の風景写真の展示

を予定しております。参加記念品は藤沢市オリジナル扇子で、3 年目という

ことで図柄を変えております。（以下別紙参照） 
數野委員長  事務局の説明が終わりました。ただいまの説明に対してご意見・ご質問が

ありましたらお願いいたします。 
川島委員  成人式への参加者は過去 10 年間の推移はどうなっていますか。 
植木生涯学習部参事  対象者は平成 10 年が 5,706 名、平成 15 年が 4,673 名、平成 16 年が

4,688 名です。平成 17 年は市外に出た方で連絡があった方を含め今現在で

4,418 名です。やはりマイナスの傾向になっておりますが、これは企業の撤

退等もあるかと思います。 
川島委員  高校受験生が少ないとか企業の撤退とかいろいろありますが、藤沢市は成

人に対して将来をどうみているのかお聞かせいただければと思います。 
植木生涯学習部参事  この 5 年間の住民票によりますと、しばらく減の傾向が続きまして、

年によって 200 人から 300 人、多い年では 400 人という減が想定されます。

ただ途中で増に転じている年もありますけれども、51 人ほどで約 1,000 人の

減、3,500 名ぐらいの数字になってしまうのではないかと思います。成人式

は市内に住んでいる方の成人を祝うということで実施しますので、成人をふ

やすということは人口の問題、経済活動の問題、社会問題を含めて若い人に

限らず人をふやす施策を確立しないと成人だけ多くという手法は見当たら

ないのではないかと考えます。 
平岡委員  式典の映像を小ホールと第一展示ホールへ中継するとあるが、ここへの参

加者はどのくらいですか。 
植木生涯学習部参事  映像の中継は平成 13 年度に式典を 1 回にしたときから実施しており

ます。大ホールに入れない方が見るという形をとっておりますが、腰を据え

てみるということでなく仲間のいる外へ行くとかといった動きの中で映像

を見るということなので実際の数の把握はできておりません。 
平岡委員  中継を 1 ヵ所にするというのはどうですか。 
植木生涯学習部参事  中継会場のスペースとか天候等を考慮しておりますが、雨とか雪のと

きの屋内での交流の場も考えて、参加人数を収容できる場所の確保をしてお

ります。 
數野委員長  参加者数というのは、連絡があった人なのか、実際に成人式に出た人の集
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計数ですか。 
植木生涯学習部参事  成人式のご案内を申し上げている方です。参加実績では今年は 3,200

人、昨年は 3,190 人で、7 割弱の出席となっております。 
數野委員長  成人式という記念すべき日に一部の不心得な飲酒者によって不愉快な式

典にならないためにも飲酒者は会場に入れないといった事前の断りをして

もいいのではないかと思いますが、その点はどうなっていますか。 
植木生涯学習部参事  会場外での飲酒についても注意をしておりまして、会場内への持ち込

みについても受け付けの段階で気を配っております。 
數野委員長  ほかにありませんか。 
  ありませんので、本件を了承することといたします。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
數野委員長  以上で、本日予定いたしました審議する案件は、すべて終了いたしました。 
   次回の定例会の期日を決めたいと思います。平成 17 年 1 月 14 日(金)午後

２時から、場所は東館２階教育委員会会議室において開催することにご異議

ありませんか。 
       (「異議なし」の声あり) 
數野委員長  それでは、次回の定例会は１月 14 日（金）午後２時から、場所は東館２

階教育委員会会議室において開催いたします。 
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

數野委員長  以上で、本日の日程ははすべて終了いたしました。 
午後 3 時 18 分 閉会
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